
  

一 

令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 千 葉 県 報 号外第４５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
企
業
局
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
管
理
規
程
の
一
部 

 
 

 

 
 

を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
企
業
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

県
営
水
道
事
業
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定 

 
 

 

 
 

め
る
条
例
第
四
条
第
八
号
及
び
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
者
を
定
め
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

二 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

三 

神 
 

 
 

彰 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
二
項
の
表
水
道
部
の
項
給
水
課
の
目
配
水
施
設
室
の
節
及
び
給
水
装
置
班
の
節
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
企
業
局
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

三 

神 
 

 
 

彰 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
管
理
規
程
□
平
成
七
年
千
葉

県
水
道
局
管
理
規
程
第
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
四
条
第
一
項
中
□
□
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に

つ
い
て
は
□
二
十
四
日
前
□
当
該
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
公
告

に
お
い
て
当
該
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
少

な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
公
告
し
た
場
合
に
限
る
□
□
□
□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
企
業
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

三 

神 
 

 
 

彰 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
□
平
成
十
八
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
□ 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
□
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
□
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政
府

が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
□
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い

う
□
□
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
□
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ

と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
□
又
は
行
わ
せ
る
た

め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
□
□
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
五
条
第
二
項
中
□
に
よ
り
処
分
通
知
等
□
の
下
に
□
□
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と

き
に
押
印
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
性
質
等
か
ら
電
子
署
名
を

要
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
□
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併

せ
て
前
項
□
を
□
そ
の
情
報
を
同
項
□
に
改
め
□
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
□ 

 
 

た
だ
し
□
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

配
水
工
務
室 

配
水
工
務
企
画
班 

配
水
工
務
推
進

班 

管
理
・
給
水
装
置
室 

施
設
管
理
班 

給
水
装
置
班 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第４５号 令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 

電
磁
的
記
録
の
真
正
な
成
立
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

 
第
五
条
第
三
項
中
□
電
子
署
名
□
の
下
に
□
及
び
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
□
を
加
え
る
□ 

 
第
七
条
第
一
項
中
□
磁
気
デ
□
ス
ク
□
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
□
を
□
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
に

改
め
□
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
当
該
作
成
等
は
□
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
□
□
テ
□
ン
グ
・
サ
□
ビ
ス
関
連
技

術
□
官
民
デ
□
タ
活
用
推
進
基
本
法
□
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
□
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
□
□
テ
□
ン
グ
・
サ
□
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
□
□
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
の

進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

県
営
水
道
事
業
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例

第
四
条
第
八
号
及
び
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
者
を
定
め
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
企
業
局
長 
 

三 

神 
 

 
 

彰 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号 

 
 

 

県
営
水
道
事
業
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る

条
例
第
四
条
第
八
号
及
び
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
者
を
定
め
る
管
理
規
程 

１ 

県
営
水
道
事
業
の
布
設
工
事
並
び
に
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条

例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
九
十
五
号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
四
条
第
八
号
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
□ 

 

一 

条
例
第
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
卒
業
者
で
あ
□
て
□
学
校
教
育
法
□
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
□
に
基
づ
く
大
学
院
研
究
科
に
お
い
て
一
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道

工
学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
□
又
は
大
学
の
専
攻
科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工

学
に
関
す
る
専
攻
を
修
了
し
た
後
□
同
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
卒
業
者
に
あ
□
て
は
二
年
以
上
□

同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
卒
業
者
に
あ
□
て
は
三
年
以
上
水
道
□
工
業
用
水
道
□
下
水
道
□
道
路

又
は
河
川
□
以
下
□
水
道
等
□
と
い
う
□
□
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の
□
同
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
卒
業
者
に
あ
□
て
は
一
年
以
上
□
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

卒
業
者
に
あ
□
て
は
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の
に
限
る
□
□ 

 

二 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
□
条
例
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る

課
程
を
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し

た
後
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者
ご
と
に
規
定
す
る
年
数
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者
ご
と
に
規
定
す
る
年
数
の
二
分

の
一
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
□
□ 

 

三 

技
術
士
法
□
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
□
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の

う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
□
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し
た
者

に
限
る
□
□
で
あ
□
て
□
一
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の
□
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
□
□ 

 

四 

建
設
業
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
□
て
□
三
年
以
上
水

道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
□
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る

技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
□
□ 

２ 

条
例
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
技

能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
□ 

 

一 

条
例
第
四
条
第
一
号
□
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
□
工
学
□
理
学
□
農

学
□
医
学
及
び
薬
学
に
関
す
る
課
程
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
以
外
の
課
程
を
修
め
て
卒
業

し
た
□
当
該
課
程
を
修
め
て
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
□
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
□
専
門
職
大
学
前
期
課
程
□
と
い
う
□
□
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
□
□
後
□
同
条
第
一
号
に

規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
五
年
以
上
□
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
□
専

門
職
大
学
前
期
課
程
の
修
了
者
を
含
む
□
次
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
つ
い
て
は
七
年
以
上
□
同
条

第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
九
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者 

 

二 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
□
条
例
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
又
は
前
号
に

規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る

程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者
ご
と
に
規
定
す
る
年
数
以
上
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

 

三 

水
道
法
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
□
以
下
□
省
令
□
と
い
う
□
□
第
十

四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
水
道
の
管

理
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者 

 

四 

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者

□
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し
た
者
に
限
る
□
□
で
あ
□
て
□
一
年
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

 

五 
建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級

の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
□
て
□
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
も
の 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 



  

三 

令和 7 年 3 月 31 日（月曜日） 千 葉 県 報 号外第４５号 

２ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の

う
ち
上
下
水
道
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で
あ
□
て
□
選
択
科
目
と
し
て
水
道
環
境
を
選
択
し

た
も
の
は
□
本
則
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で
あ
□
て
□
選

択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し
た
も
の
と
み
な
す
□ 

３ 

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
理
等
に
関
す
る
省
令
□
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令

第
六
十
五
号
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
講
習
を
修

了
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
□
本
則
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
□ 
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葉
市
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場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
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